
目

次

規

則

○
青
森
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
行
政
経
営
課
）
…
一

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
三

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
六

正

誤

○
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
第
三
十
七
号
選
挙
管
理
委
員
会
中
qqq（
選
挙
管
理

委

員

会

事

務

局
）
…
六

規

則

青
森
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
に
定
め
る
」
の
下
に
「
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
（
公
立
大
学
法
人
を
除
く
。
）
、
純
資

産
変
動
計
算
書
及
び
」
を
加
え
、
「
及
び
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と

し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
二
号
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
内
容

と
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
決
算
報
告
書
の
内
容
又

は
会
計
監
査
人
が
監
査
の
過
程
で
得
た
知
識
と
の
間
の
重
要
な
相
違
等
に
つ
い
て
、
報
告
す
べ

き
事
項
の
有
無
及
び
報
告
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
き
は
そ
の
内
容

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
第
九
条
の
規
定
は
、
令

和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
報
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第
六
百
二
号

令
和
五
年四

月
二
十
一
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
三
百
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

合
同
会
社
Ｓ

Ｏ
Ｒ
Ａ

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
田
舎
館
字

東
田
一
七
四
の
二
訪
問
看
護
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ひ
だ
ま
り

弘
前
市
大
字
田
園

二
丁
目
三
の
九

令
和五･
四･一二

青
森
県
告
示
第
三
百
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

合
同
会
社
Ｓ

Ｏ
Ｒ
Ａ

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
田
舎
館
字

東
田
一
七
四
の
二
介
護
予
防

訪
問
看
護
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ひ
だ
ま
り

弘
前
市
大
字
田
園

二
丁
目
三
の
九

令
和五･
四･一二

青
森
県
告
示
第
三
百
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

居
宅
介
護
あ
ー
る
ど
ヘ

ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

令
和五･
三･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
十
五
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が

あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

住

所

名

称

売
り
さ
ば
き
場
所

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
上
白
銀

町
一
の
一

弘
前
市
職
員
組
合

弘
前
市
大
字
駅
前
町

九
の
二
〇

令
和四･
三･三一

変
更
後

廃
止
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青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
五
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月

青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

八
戸
市
小
中
野
一
丁
目
一
の
一
〇

宮
澤

ウ
メ

二

売
り
さ
ば
き
場
所

八
戸
市
小
中
野
一
丁
目
一
の
一
〇

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

令
和
五
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

工
藤

保
春

弘
前
市

弘
前
市
大
字
十
腰
内
字
猿
沢
三
九
一
の
二

髙
橋

健
一

黒
石
市

黒
石
市
大
字
牡
丹
平
字
木
田
橋
一
七

髙
橋

健
一

黒
石
市

黒
石
市
大
字
牡
丹
平
字
木
田
橋
五
三
ほ
か
三

筆

髙
橋

健
一

黒
石
市

黒
石
市
大
字
東
野
添
字
漆
原
新
田
七
ほ
か
三

筆

髙
橋

健
一

黒
石
市

黒
石
市
大
字
牡
丹
平
字
木
田
橋
二
九
の
う
ち

山
口

知
治

平
川
市

平
川
市
新
屋
町
松
下
一
一
八
の
一
ほ
か
一
筆

有
限
会
社
奈
良
岡

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字
東
田
二
二
ほ

か
四
筆

有
限
会
社
奈
良
岡

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字
富
田
八
二
ほ

か
一
筆

笹
森

雅
也

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
滝
本
一
一
八

有
限
会
社
奈
良
岡

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字
富
田
一
三
ほ

か
五
筆

有
限
会
社
奈
良
岡

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字
富
田
八
ほ
か

四
筆

有
限
会
社
奈
良
岡

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字
富
田
七

須
藤

和

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
袋
字
松
下
一
六

の
一
ほ
か
八
筆
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有
限
会
社
奈
良
岡

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光
寺
字
安
田
五

二
の
四
ほ
か
五
筆

髙
根

晃

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
向
落
合
五
九
の

う
ち

髙
根

晃

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
向
落
合
五
九
の

う
ち

小
田
桐

英
樹

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
松
野
木
字
蓑
捨
八
二

小
田
桐

英
樹

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
水
野
尾
字
宮
井
二
八
八
ほ

か
三
筆

小
田
桐

英
樹

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
水
野
尾
字
宮
井
二
九
五
ほ

か
三
筆

小
田
桐

英
樹

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
福
山
字
広
富
二
九
一
ほ
か

三
筆

小
田
桐

英
樹

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
神
山
字
霰
走
二
二
一
ほ
か

四
筆

有
限
会
社
耕
心
農
場

北
津
軽
郡
鶴
田
町

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
大
巻
字
鳥
林
二
〇
〇

の
一
の
う
ち
ほ
か
三
筆

中
村

睦
子

青
森
市

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
宮
野
沢
字
蛍
澤
二
八

五
の
一
ほ
か
二
筆

漆
坂

勝
男

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
大
堀
平
一
一
五

竹
ヶ
原

慶
伸

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小
林
四
九
七
の
二

小
笠
原

通
則
栄

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
家
ノ
下
三
〇
四
の

一
ほ
か
一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
六
四
六

ジ
ョ
イ
ン
ト
・

フ
ァ
ー
ム
株
式
会
社

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
園
沢
六
二
の
一
ほ
か
十

筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
三

五
七
ほ
か
二
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
五
七
四

大
森

将
範

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
二

七
五
ほ
か
二
筆

大
森

将
範

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
九
五
五
の
一

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
二
九
二
ほ
か

二
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
七
七
一
ほ
か

十
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
〇

九
七
ほ
か
一
筆

月
館

啓
三

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
五
三
六

山
内

一
哉

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六
戸
町
大
字
上
吉
田
字
長
谷
五
九
ほ

か
一
筆

蛯
名

一
満

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
小
前
谷
地
一
三
ほ
か
四

筆

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
堀
内
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

川
村
元
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
大
向
字
後
渡
六
二
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
三
）
第
三
〇
〇
三
九
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
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業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
二
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
コ
ム
カ
イ
ミ
ニ
ポ
ン
プ

二

代
表
者
の
氏
名

小
向
龍
悦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
高
屋
敷
一
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
一
六
〇
七
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

穂
積
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

石
亀
晶
丈

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
売
市
三
丁
目
二
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
四
）
第
九
九
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
三
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

秀
工
望

二

氏
名

山
本
義
秀

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
浮
巣
三
九
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
一
）
第
四
〇
〇
二
六
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
三
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道

施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
榎
林
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
上
北

地
域
県
民
局
長
に
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

上
北
地
域
県
民
局
長

雪

森

正

三

一

縦
覧
に
供
す
る
種
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

七
戸
町
役
場

正

誤
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
五･
三･三一

号
外
第
三
七
号

青
森
県
選

挙
管
理
委

員
会
告
示

第
一
三
号

二

上

二
〇

二
六
、
七
六
〇
人

二
六
、
七
六
一
人


